
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 ９６７ 

登 録 日 令和８年４月６日 

名 称 株式会社幸栄物産 

代表者職名・氏名 代表取締役 萩原 幸七 

所 在 地 〒８９１－１３０３ 

鹿児島市本城町１７１７－１ 

電 話 ０９９－２９４－４８８０ 

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  

業 種 製造業 

業 務 概 要 かつお節やその他削りぶしを含む製品の加工業務。それら製品の営業業務。 

行 動 計 画 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）妊娠中・子育て中の従業員への支援 

・産前産後休業、母性健康管理措置などの制度を周知し、相談しやすい体制を整備

する。 

・男性従業員に対し、育児休業制度および子の看護休暇制度を周知し、対象者が発

生した場合には取得を促す。 

目標２）育児休業制度を利用しやすい環境整備 

・育児休業制度に関する規定の整備および従業員への周知を行う。 

・育児休業・短時間勤務制度利用時の業務分担を調整し、制度を利用しやすい職場

環境を整備する。 

目標３）管理職への意識啓発 

・管理職に対し、育児休業制度の理解促進および、子育て中の従業員への配慮に関

する情報提供を行う。 

目標４）柔軟な働き方への配慮 

・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げについて、業務に支障のない範囲で柔軟に対応

する。 

・年次有給休暇については、従業員が必要に応じて取得できるよう配慮する。 

目標５）子どもの学校行事への参加支援 

・子どもの入学式・卒業式などの学校行事については、特別な制度は設けていない

ものの、希望があれば柔軟に休暇を取得できるよう配慮する。 

目標６）働き方の見直し 

・業務改善を行い、所定外労働時間の削減に取り組む。 

・従業員の家庭状況に配慮した勤務調整を行う。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■子の看護休暇制度の整備。 

■育児休業後の職場復帰制度の整備。 


